
規 則

�愛媛県規則第１２号
愛媛県執務時間規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県執務時間規則等の一部を改正する規則

（愛媛県執務時間規則の一部改正）

第１条 愛媛県執務時間規則（平成元年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（執務時間）

第２条 県の執務時間は、愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛

媛県条例第３号）に規定する県の休日を除き、午前８時３０分から

午後５時１５分までとする。

別表（第３条関係）

（執務時間）

第２条 県の執務時間は、愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛

媛県条例第３号）に規定する県の休日を除き、午前８時３０分から

午後５時３０分までとする。

別表（第３条関係）

省略

愛媛県農林水産研究所林業研究センター

省略

愛媛県林業技術センター

（愛媛県農林水産研究所使用規則の一部改正）

第２条 愛媛県農林水産研究所使用規則（昭和３８年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（研究所の使用時間）

第２条 分析等の依頼時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで

とする。

２ 省略

（研究所の使用時間）

第２条 分析等の依頼時間は、午前８時３０分から午後５時３０分まで

とする。

２ 省略

（愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則の一部改正）

第３条 愛媛県地方機関庁舎における当直勤務に関する規則（昭和５５年愛媛県規則第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（当直の種類等）

第５条 省略

２ 宿直の勤務時間は、午後５時１５分から翌日午前８時３０分までと

する。

３ 日直の勤務時間は、愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛

県条例第３号）に規定する県の休日の午前８時３０分から午後５時

１５分までとする。

４・５ 省略

（当直の種類等）

第５条 省略

２ 宿直の勤務時間は、午後５時３０分から翌日午前８時３０分までと

する。

３ 日直の勤務時間は、愛媛県の休日を定める条例（平成元年愛媛

県条例第３号）に規定する県の休日の午前８時３０分から午後５時

３０分までとする。

４・５ 省略

（愛媛県産業技術研究所使用規則の一部改正）

第４条 愛媛県産業技術研究所使用規則（平成１５年愛媛県規則第３３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（使用時間）

第２条 研究所の使用時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで

とする。

２・３ 省略

（使用時間）

第２条 研究所の使用時間は、午前８時３０分から午後５時３０分まで

とする。

２・３ 省略

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１３号
住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

住民基本台帳法施行細則の一部を改正する規則

住民基本台帳法施行細則（平成１４年愛媛県規則第５２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）、住民基本台帳法施行規則（平成１１年自治省令第３５号）及び

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号。以下「条

例」という。）に定めるもののほか、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。

第５条 省略

（知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法）

第６条 条例第４条の保存期間に係る本人確認情報の知事以外の執

行機関への提供方法は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディ

スクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方

法に関する技術的基準（平成１４年６月総務省告示第３３４号）に定

めるところにより、電気通信回線を通じて電子計算機に送信する

方法とする。

（本人確認情報を利用することができる事務）

第７条 条例別表第１の各項に掲げる事務であって規則で定めるも

のは、別表第１に掲げるとおりとする。

（本人確認情報を提供する事務）

（趣旨）

第１条 この規則は、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）、住民基本台帳法施行規則（平成１１年自治省令第３５号）及び

住民基本台帳法施行条例（平成１４年愛媛県条例第３８号

）に定めるもののほか、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を

定めるものとする。

第５条 省略

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２
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第８条 条例別表第２に掲げる事務であって規則で定めるものは、

別表第２に掲げるとおりとする。

別表第１（第７条関係）

１ 条例別表第１

１の項の規則

で定める事務

児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）

による児童扶養手当の支払を受けた者又

はその相続人の生存の事実又は氏名若し

くは住所の確認

２ 条例別表第１

２の項の規則

で定める事務

母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）による母子福祉資金貸付金又は寡婦

福祉資金貸付金の貸付けを受けた者、そ

の連帯借主若しくは連帯保証人又はこれ

らの相続人の生存の事実又は氏名若しく

は住所の確認

３ 条例別表第１

３の項の規則

で定める事務

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法

律施行規則（平成７年厚生省令第３３号）

第４１条（同省令第４６条、第５０条、第５４

条、第６３条第１項及び第７０条第１項にお

いて準用する場合を含む。）の届出の受

理又はその届出に係る事実についての審

査

４ 条例別表第１

４の項の規則

で定める事務

� 給付の請求の受理、その請求に係る

事実についての審査又はその請求に対

する応答

� 給付を受ける権利に係る申出若しく

は届出の受理又はその申出若しくは届

出に係る事実についての審査

� 給付を受ける権利を有する者又は給

付の額の加算の原因となる者の生存の

事実又は氏名若しくは住所の変更の事

実の確認

５ 条例別表第１

５の項の規則

で定める事務

愛媛県奨学資金貸与条例（昭和３６年愛媛

県条例第６号）による奨学金の貸与を受

けた者若しくはその連帯保証人又はこれ

らの相続人の生存の事実又は氏名若しく

は住所の確認

６ 条例別表第１

６の項の規則

で定める事務

愛媛県公営企業の設置等に関する条例

（昭和４１年愛媛県条例第３７号）による県

立病院の料金に係る県立病院を使用した

者若しくはその連帯保証人又はこれらの

相続人の生存の事実又は氏名若しくは住

所の確認

７ 条例別表第１

７の項の規則

で定める事務

� 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例

（昭和４５年愛媛県条例第１９号）第５条

第１項の承認の申請の受理、その申請

に係る事実についての審査又はその申

請に対する応答

� 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例

第１９条第３項（第２号に係る部分に限

る。）又は第４項の届出の受理又はそ

の届出に係る事実についての審査

別表第２（第８条関係）

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

３
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条例別表第２監査

委員の項の規則で

定める事務

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２

条第１項の請求の受理、その請求に係る

事実についての審査又はその請求に対す

る応答

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

（愛媛県恩給給与規則の一部改正）

２ 愛媛県恩給給与規則（昭和３２年愛媛県規則第３４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（受給権存否の調査）

第３８条 省略

２ 受給者が県内に住所を有する場合又は前項第３号の規定により

恩給を受ける者の戸籍謄本を添付することとなる場合において

は、同項第１号の書類は、添付することを要しない。

３ 省略

（受給権存否の調査）

第３８条 省略

２ 前項第３号の規定により

恩給を受ける者の戸籍謄本を添付することとなる場合において

は、同項第１号の書類は、添付することを要しない。

３ 省略

（原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則の一部改正）

３ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行細則（平成１２年愛媛県規則第１４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第６号（第２条関係） 死亡届 様式第６号（第２条関係） 死亡届

省略 省略

注意 次に掲げる書類を添付してください。

� 死亡を証する書類（ただし、死亡した被爆者の最後の

住所地が県内の場合又は当該書類を葬祭料支給申請書に

添付している場合は、省略できます。）

�～� 省略

注意 次に掲げる書類を添付してください。

� 死亡を証する書類（ただし、

葬祭料支給申請書に

添付している場合は、省略できます。）

�～� 省略

注 省略 注 省略

�愛媛県規則第１４号
都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則等の一部を改正する規則

（都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則の一部改正）

第１条 都市計画法に規定する開発行為等の規制に関する規則（昭和４６年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（建築等に係る協議の申出等）

第８条の２ 法第４３条第３項の規定により知事と協議しようとする

者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設の協議書（様式第８号の３）に、前条各号に掲げる図

書を添付して知事に提出しなければならない。

（書類の提出）

（建築等に係る協議の申出等）

第８条の２ 法４３条第３項 の規定により知事と協議しようとする

者は、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工

作物の新設の協議書（様式第８号の３）に、前条各号に掲げる図

書を添付して知事に提出しなければならない。

（書類の提出）

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２
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第１５条 省略

２ 省略

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により今治市、宇和島市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中

央市及び西予市が法及びこの規則に基づく事務を処理することと

される場合においては、第１項の規定は、適用しない。この場合

において、法、省令及びこの規則により提出する書類の部数は、

正本１部及び副本１部とする。

第１５条 省略

２ 省略

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により今治市、宇和島市、新居浜市、西条市及び大洲市

が法及びこの規則に基づく事務を処理することと

される場合においては、第１項の規定は、適用しない。この場合

において、法、省令及びこの規則により提出する書類の部数は、

正本１部及び副本１部とする。

（温泉法施行細則の一部改正）

第２条 温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則第２８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（申請書等の経由）

第３１条 法、省令又はこの規則により知事に提出する申請書、届出

書及び書面 は、土地の掘削、増掘

若しくは動力の装置若しくは温泉の採取に係る土地の所在地又は

温泉利用施設若しくは温泉成分分析機関の事務所の所在地を管轄

する保健所長を経由しなければならない。

（申請書等の経由）

第３１条 法、省令又はこの規則により知事に提出する申請書、届出

書及び書面（以下「申請書等」という。）は、土地の掘削、増掘

若しくは動力の装置若しくは温泉の採取に係る土地の所在地又は

温泉利用施設若しくは温泉成分分析機関の事務所の所在地を管轄

する保健所長を経由しなければならない。ただし、当該土地の所

在地が松山市の区域内である場合にあつては、法第７条の２第１

項（法第１１条第２項において準用する場合を含む。）、第１４条の

２第１項、第１４条の３第１項、第１４条の４第１項、第１４条の５第

１項、第１４条の６第２項、第１４条の７第１項及び第１４条の８第１

項の規定により知事に提出する申請書等は、直接提出しなければ

ならない。

（愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正）

第３条 愛媛県事務処理の特例に関する条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則（平成１２年愛媛県規則第１６号）の一部を次の

ように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

１～３ 省略 １～３ 省略

４ 特例条例別表

８の項第４号に

規定する温泉法

（昭和２３年法律

第１２５号）の施行

のための規則に

基づく事務であ

って規則で定め

るもの

温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則

第２８号。以下この項において「規則」と

いう。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

�～� 省略

� 規則第３２条の規定に基づく現地調査

（温泉法第３条第１項、第７条の２第

１項（同法第１１条第２項において準用

する場合を含む。）、第１１条第１項、

第１４条の２第１項及び第１４条の７第１

項の許可の申請並びに同法第１９条第１

項の登録の申請に係るものに限る。）

に関する事務

４ 特例条例別表

８の項第４号に

規定する温泉法

（昭和２３年法律

第１２５号）の施行

のための規則に

基づく事務であ

って規則で定め

るもの

温泉法施行細則（昭和５１年愛媛県規則

第２８号。以下この項において「規則」と

いう。）に基づく事務のうち、次に掲げ

るもの

�～� 省略

� 規則第３２条の規定に基づく現地調査

（温泉法第３条第１項及び第１１条第１

項

の許可の申請並びに同法第１９条第１

項の登録の申請に係るものに限る。）

に関する事務

４の２～６ 省略 ４の２～６ 省略

７ 削除 ７ 特例条例別表

３２の項第５号に

租税特別措置法に基づく優良宅地の認

定に関する規則（以下この項において

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

５
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規定する租税特

別措置法の施行

のための規則に

基づく事務であ

って規則で定め

るもの

「規則」という。）に基づく事務のう

ち、次に掲げるもの

� 規則第７条の規定に基づく工事の廃

止の届出の受付及び当該届出に係る届

出書の知事への送付に関する事務

� 規則第８条の規定に基づく地位の承

継の届出の受付及び当該届出に係る届

出書の知事への送付に関する事務

８～２０ 省略 ８～２０ 省略

（租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則の一部改正）

第４条 租税特別措置法に基づく優良宅地の認定に関する規則（平成１２年愛媛県規則第２４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（申請書等の提出）

第１１条 省略

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により法及びこの規則に基づく事務を市町が処理することとさ

れる場合における前項の規定の適用については、同項中「副本２

部」とあるのは、「副本１部」とする。

（申請書等の提出）

第１１条 省略

２ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７の２第１項の

規定に基づく条例（当該条例の規定に基づく規則を含む。）の規

定により法及びこの規則に基づく事務を市 が処理することとさ

れる場合における前項の規定の適用については、同項中「副本２

部」とあるのは、「副本１部」とする。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県規則第１５号
愛媛県統計調査条例施行規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県統計調査条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものと

する。

（用語）

第２条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（県基幹統計調査の指定基準）

第３条 条例第２条第２項の規定による県基幹統計調査の指定は、次の各号のいずれかに該当する調査について行うものとする。

� 県の基本政策の策定、重要な計画の決定等に係る基礎資料を得るための調査

� 県内全域を対象とする人口、世帯、事業所、団体等に関する全数調査

� その他県勢の実態を把握するため、知事が特に県基幹統計調査として行う必要を認める調査

（県基幹統計調査であること等の明示）

第４条 知事は、県基幹統計調査を行うに当たっては、その報告を求める者に対し、当該調査が県基幹統計調査に該当することを示す事実

並びに当該調査について条例第４条及び第６条の規定（これらの規定に係る罰則を含む。）の適用がある旨を、調査票に記載することそ

の他の方法により、明示しなければならない。

（統計調査員証）

第５条 統計調査員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

２ 前項の身分を示す証明書は、統計調査員証（様式第１号）によるものとする。

（立入検査証）

第６条 条例第６条第２項の身分を示す証明書は、立入検査証（様式第２号）によるものとする。

（調査票情報の提供を受けることができる者）

第７条 条例第１０条第１号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

６



� 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。）

� 統計法施行令（平成２０年政令第３３４号）第１条に規定する法人

� 統計法施行規則（平成２０年総務省令第１４５号）第８条に規定する者

（調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等）

第８条 条例第１０条第２号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な

措置が講じられているものとする。

� 国の行政機関、地方公共団体又は前条各号に掲げる者（以下「公的機関」という。）が、公的機関以外の者に委託し、又は公的機関

以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等

� その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等

� 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作

成等その他特別な事由があると認める統計の作成等

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２
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様式第１号（第５条関係） 統計調査員証

（表）

写 真

第 号

統 計 調 査 員 証

県基幹統計調査の名称

氏 名

上記の者は、上記の県基幹統計調査に従事する統計

調査員であることを証明する。

任命期間 年 月 日から

年 月 日まで

愛媛県知事 �
年 月 日

（裏）

統 計 法（平成１９年法律第５３号）（抜粋）
（守秘義務）
第４１条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を
漏らしてはならない。
� 省略
� 第３９条第１項第２号に定める情報の取扱いに従事する地方公共団体の職員又は職員であった者 当該情
報を取り扱う業務
�～� 省略
第７章 罰則

第５７条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。
� 省略
� 第４１条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
� 省略
２ 省略

愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号）（抜粋）
（報告義務）
第４条 知事等は、県基幹統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求
めることができる。
２ 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
３ 第１項の規定により報告を求められた者が、未成年者（営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を
除く。）又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
（統計調査員）
第５条 知事等は、県基幹統計調査を行うために必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
２ 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事
する。

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ７とすること。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

８



様式第２号（第６条関係） 立入検査証

（表）

第 号

写 真

立 入 検 査 証

県基幹統計調査の名称
所 属
職 名
氏 名
生年月日 年 月 日

上記の者は、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例
第６８号）第６条第１項の規定による立入検査をする職員で
あることを証明する。

有効期限 年 月 日

愛媛県知事 �

年 月 日

（裏）

愛媛県統計調査条例（抜粋）
（立入検査等）

第６条 知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、当
該県基幹統計調査の報告を求められた者に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は統計
調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しく
は関係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯
し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

３ 第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
（罰則）

第１７条 次の各号のいずれかに該当する者は、２０万円以下の罰金に処する。
� 省略
� 第６条第１項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答
弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

注 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ７とすること。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

９



告 示

訓 令

�愛媛県規則第１６号
愛媛県レントゲン自動車使用料規則を廃止する規則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県レントゲン自動車使用料規則を廃止する規則

愛媛県レントゲン自動車使用料規則（昭和３３年愛媛県規則第４２号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県告示第４１９号
知事が手数料を徴収することを不適当と認める事務（昭和３１年４月愛媛県告示第２３８号）の一部を次のように改正し、平成２１年４月１日か

ら施行する。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県県税賦課徴収条例（昭和２５年愛媛県条例第２１号）第８４条第

１項ただし書及び証明事務等に係る手数料条例（昭和３１年愛媛県条

例第２０号）第５条の知事が手数料を徴収することを不適当と認める

事務は、次の各号に掲げる証明事務とする。

�～� 省略

証明事務等に係る手数料条例（昭和３１年愛媛県条

例第２０号）第５条の知事が手数料を徴収することを不適当と認める

事務は、次の各号に掲げる証明事務とする。

�～� 省略

�愛媛県訓令第２号
庁 中 一 般

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県処務細則の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県処務細則（昭和２９年愛媛県訓令第５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（休暇等）

第３７条 職員は、次の各号に掲げる休暇を得ようとするとき又は欠

勤をするときは、それぞれ当該各号に掲げる簿冊に所要事項を記

入し、あらかじめ所属長に提出し、又はその承認を受けなければ

ならない。

� 年次有給休暇 年次有給休暇簿（様式第２号）

� 年次有給休暇以外の休暇 休暇簿（年次有給休暇以外）（様

式第３号）

� 欠勤 欠勤簿（様式第４号）

２ 省略

（転地療養及び証人、鑑定人等としての出頭）

第４０条 転地療養のため県内を離れようとする者は、第３６条の承認

を受ける際、転地療養届（様式第５号）を、医師の診断書を添え

て、提出しなければならない。

（休暇等）

第３７条 職員は、次の各号に掲げる休暇を得ようとするとき又は欠

勤をするときは、それぞれ当該各号に掲げる簿冊に所要事項を記

入し、あらかじめ所属長に提出し、又はその承認を受けなければ

ならない。

� 年次有給休暇 年次休暇簿 （様式第２号）

� 負傷又は病気のための有給休暇 病気休暇簿（様式第３号）

� その他の有給休暇 特別休暇簿（様式第４号）

� 有給休暇以外の欠勤 欠勤簿（様式第５号）

２ 省略

（転地療養及び証人、鑑定人等としての出頭）

第４０条 転地療養のため県内を離れようとする者は、第３６条の承認

を受ける際、転地療養届（様式第６号）を、医師の診断書を添え

て、提出しなければならない。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２

１０



２ 省略

（新任者の届書類）

第４１条 新たに任用された者は、着任後１週間以内に履歴書（様式

第６号）及び住所届（様式第７号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。

２ 省略

（新任者の届書類）

第４１条 新たに任用された者は、着任後１週間以内に履歴書（様式

第７号）及び住所届（様式第８号）を所属長を経て人事課長に提

出しなければならない。

第２条 愛媛県処務細則の一部を次のように改正する。

様式第２号から様式第４号までを次のように改める。

愛 媛 県 報平成２１年３月２４日 第２０５０号外２
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様式第２号（第３７条関係） 年次有給休暇簿

年 所属 氏名

年 次 有 給 休 暇 簿
年次休暇の日数 日 時間 分（前年からの繰越し日数 日 時間 分・本年分の日数 日）

※
既に受けた休暇日数

※
期 間

※
本人印

※
請求月日

所属長の印 備考

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分
日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分
日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分
日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分
日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分
日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間 時間
分 分

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、職員が記入し、又は押印すること。
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様式第３号（第３７条関係） 休暇簿（年次有給休暇以外）

年

休 暇 簿 所属 氏名

（ 年 次 有 給 休 暇 以 外 ）

※
休暇の
種 類

※
既に受けた
休暇の日数

※
期 間

※
理 由

※
本人印

※ 請求
（申出）
月 日

承認の
可 否

所属長
の 印

備 考

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

□病気

□特別

日 月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日 □承認

□不承認
時間 時間
分 分

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、職員が記入し、又は押印すること。
３ 「理由」欄には、病気休暇を取得する場合は病名等を、その他の休暇を取得する場合は取得事由を記載すること。
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様式第４号（第３７条関係） 欠勤簿

年

欠 勤 簿 所属 氏名

※
期 間

※
本人印

※
申出月日

※
理 由

所属長
の 印

備 考

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

月 日 時 分から

月 日 時 分まで

日 月 日
時間
分

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２ ※印の欄は、職員が記入し、又は押印すること。
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様式第５号を削る。

第３条 愛媛県処務細則の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号（第４１条関係） 住所届

様式第６号 省略

様式第７号 省略

様式第８号（第４１条関係） 住所届

省略

住 所 □持家 □賃貸

連絡方法 電話番号 番（○○方呼出し）

省略

住 所

連絡方法 電話番号 番（○○方呼出 ）

附 則

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。

�愛媛県訓令第３号
庁 中 一 般

愛媛県統計調査事務取扱規程を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県統計調査事務取扱規程

（趣旨）

第１条 この訓令は、愛媛県統計調査条例（平成２０年愛媛県条例第６８号。以下「条例」という。）及び愛媛県統計調査条例施行規則（平成

２１年愛媛県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、県統計調査に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるもの

とする。

（用語）

第２条 この訓令で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

（県統計調査の協議）

第３条 主務課長（室長を含む。以下同じ。）は、県統計調査を行おうとするときは、次に掲げる事項について統計主管課長に協議しなけ

ればならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

� 調査の名称及び目的

� 調査対象の範囲

� 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

� 報告を求める者

� 報告を求めるために用いる方法

� 報告を求める期間

� その他必要な事項

２ 統計主管課長は、前項の規定による協議に係る県統計調査について、特に必要と認めるときは、その変更又は中止についての意見を主

務課長に述べることができる。

３ 統計主管課長は、第１項の規定による協議が終了したときは、速やかに、統計法（平成１９年法律第５３号）第２４条第１項の規定による届

出をしなければならない。

（県基幹統計調査の指定に係る手続）

第４条 主務部長（出納局長を含む。以下同じ。）は、県統計調査について県基幹統計調査の指定を受けようとするときは、前条第１項各

号に掲げる事項及び指定の必要性に関する事項を記載した書面により統計主管部長に申請しなければならない。

２ 統計主管部長は、前項の規定による申請を受けたときは、規則第３条に定めるところにより、その適否を審査し、指定に必要な手続を

とらなければならない。

３ 主務部長は、県基幹統計調査の指定の解除を受けようとするときは、統計主管部長にその旨を届け出なければならない。

（告示に関する事務）

第５条 条例第３条第１項の規定による県基幹統計調査の指定又は指定の解除の告示に関する事務は、統計主管課長が行うものとする。

２ 条例第３条第２項の規定による告示に関する事務は、県統計調査を行う主務課長が行うものとする。

（結果の通知）

第６条 主務課長は、条例第８条の規定により県統計調査の結果を公表したときは、速やかにその旨及び結果を統計主管課長に通知しなけ
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ればならない。

（統計調査台帳）

第７条 統計主管課長は、実施する県統計調査の名称、目的その他の必要な事項を統計調査台帳（別記様式）に掲載しなければならない。

附 則

１ この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。

２ 愛媛県庁内統計調査事務調整規程（昭和３２年愛媛県訓令第２０号）は、廃止する。
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別記様式（第７条関係） 統計調査台帳

統 計 調 査 台 帳

年 度 調査の名称 調 査 の 目 的 調査対象の範囲
報告を求める事項
基準となる期日又は期間

報告を求める者
報告を求める

ために用いる方法

報 告 を

求める期間

そ の 他

必要な事項

�����������������������������������������������������������������
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公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第４号
愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正する規

則を次のように定める。

平成２１年３月２４日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則及び愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部を改正す

る規則

（愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県警察署の名称、位置及び管轄区域条例施行規則（平成１３年愛媛県公安委員会規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（愛媛県松山南警察署の管轄区域）

第２条 条例別表愛媛県松山南警察署の項公安委員会規則で定める

区域は、次の表のとおりとする。

（愛媛県松山南警察署の管轄区域）

第２条 条例別表愛媛県松山南警察署の項公安委員会規則で定める

区域は、次の表のとおりとする。

松山市のうち土居町、今在家町、今在家一～四丁目、北土居一～

五丁目、越智一～三丁目 、北井門一～五丁目

、居相一～六丁目、星岡町、星岡一～五丁目 、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、古川北一～四丁目、古川

南一～三丁目、古川西一～三丁目、天山町、天山一～三丁目、

朝生田町一～七丁目、和泉北四丁目、和泉南一～六丁目、市坪

南一～三丁目、市坪北一・二丁目、市坪西町、南久米町、北久

米町、福音寺町、来住町、南土居町、高井町、久米窪田町、鷹

子町、井門町、南高井町、森松町、小野町、北梅本町、南梅本

町、水泥町、平井町、東方町、津吉町、中野町、大橋町、小村

町、上川原町、上野町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、

窪野町

松山市のうち土居町、今在家町、今在家一～四丁目、北土居町、

越智町、越智一～三丁目、北井門町、北井門一～五丁目、居相

町、居相一～六丁目、星岡町、星岡一～五丁目、東石井町、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、古川北一～四丁目、古川

南一～三丁目、古川西一～三丁目、天山町、天山一～三丁目、

朝生田町一～七丁目、和泉北四丁目、和泉南一～六丁目、市坪

南一～三丁目、市坪北一・二丁目、市坪西町、南久米町、北久

米町、福音寺町、来住町、南土居町、高井町、久米窪田町、鷹

子町、井門町、南高井町、森松町、小野町、北梅本町、南梅本

町、水泥町、平井町、東方町、津吉町、中野町、大橋町、小村

町、上川原町、上野町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、

窪野町

（愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則の一部改正）

第２条 愛媛県警察の交番等の名称、位置及び所管区に関する規則（昭和４５年愛媛県公安委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 松山南警察署

別表第１（第１条関係）

交番、駐在所及び署所在地

�～� 省略

� 松山南警察署

名 称 位 置 所 管 区 名 称 位 置 所 管 区

石井交番 松山市居相

四丁目

松山市のうち土居町、今在家町、今在

家一～四丁目、北土居一～五丁目、越

智一～三丁目 、北井門一～

五丁目 、居相一～六丁目、星

岡町、星岡一～五丁目 、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、

古川南一丁目（椿の宮団地の区域に限

る。）

石井交番 松山市居相

四丁目

松山市のうち土居町、今在家町、今在

家一～四丁目、北土居町、越智町、越

智一～三丁目、北井門町、北井門一～

五丁目、居相町、居相一～六丁目、星

岡町、星岡一～五丁目、東石井町、東

石井一～七丁目、西石井一～六丁目、

古川南一丁目（椿の宮団地の区域に限

る。）

省略 省略

�～� 省略 �～� 省略
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

平成２１年３月２４日 発行
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